
（別紙） 

 

「証明書」発行時の割印について 厳守 

 

体験最終日に学生へ発行する「証明書」について、割印のない状態での発行が多く見受け

られます。発行する際には、介護等の体験者台帳（様式６号）の「備考」欄に必ず割印をして

発行してください。 

 

※「証明書」の用紙は、学生が持参します。体験最終日に証明書を発行し、学生へ渡してください。 

※様式６号「介護等の体験者台帳」の原本は、介護等の体験を行った翌年度から受入施設で５年間保存す

ることになっております。 

※本会へは、台帳の写しを提出してください。 
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※必ず割印をしてください！ 
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